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経 緯

原子力損害賠償紛争審査会は、賠償を円滑に進めるた
め 原子力損害の範囲の判定等のための指針を原子

平成23年8月5日

原子力損害賠償
紛争審査会決定中間指針の位置付け

これまでの指針で示された損害の範囲も含め、原子力損害の範囲の全体像を
中間指針として取りまとめめ、原子力損害の範囲の判定等のための指針を原子

力損害に該当する蓋然性の高いものから、順次策定。
・第一次指針（4月28日）：政府指示等に伴う損害

・第二次指針（5月31日、6月20日追補）：

いわゆる風評被害や避難生活等に伴う精神的損害

中間指針として取りまとめ。

中間指針に示されなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものでは
なく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められ得る。

今後も、事故の収束、避難区域見直し等状況変化に伴い、必要に応じて指針
で示すべき事項について検討いわゆる風評被害や避難生活等に伴う精神的損害 で示すべき事項について検討。

地域的分類

Ⅴ いわゆる風評被害（別紙参照）

政府指示等の対象外地域等政府指示等の対象地域等

Ⅰ 避難等に伴う損害 Ⅱ 航行危険区域 飛行禁止区域 Ⅴ いわゆる風評被害（別紙参照）
【一般的基準】
• 放射性物質による汚染の危
険性を懸念して敬遠したくな
る心理が平均的・一般的な
人を基準に合理的な場合。

○営業損害
• 取引数量減少、価格低下による減収分

• 商品廃棄費用等の追加的費用

○就労不能等に伴う損害○避難、一時立入、帰宅費用

Ⅰ 避難等に伴う損害（避難区域［警

戒区域］、屋内退避区域、計画的避難区域、
緊急時避難準備区域、 特定避難勧奨地点、
南相馬市より一時避難要請があった区域

○営業損害（漁業者、海運業者、旅客船事業
者、航空運送事業者 等）

• 操業困難による減収分
• 航路迂回による費用増加分

Ⅱ 航行危険区域、飛行禁止区域
設定に係る損害

• 原則として損害と認める類
型を提示。

○検査費用（物）

※農林漁業・食品産業、観光業、製造業等、輸出を類型化（詳細は別紙）

Ⅵ いわゆる間接被害

○避難、 時立入、帰宅費用
• 避難費用（交通費、宿泊費、家財道具移動等）

○検査費用（人）
○生命・身体的損害
• 避難等によって生じた健康状態悪化等による
治療費等

• 航路迂回による費用増加分

○就労不能等に伴う損害

Ⅲ 農林水産物(加工品含む)及び食品の
出荷制限指示等に係る損害
（出荷、作付制限、放牧、牧草等給与制限、
食品衛生法に基づく販売禁止 検査等）

上記Ⅰ～Ⅴの損害を受けた１次被害者との関係で、「取引に代替性のな
い場合（事業の性質上、販売先又は調達先が地域的に限定されている事
業で必然的に生じたもの）」を相当因果関係のある損害と認める。

（間接被害者の営業損害の例）

• 顧客の大半が避難したことで売上げが減少した避難区域に近接す
る商店等

治療費等

○精神的損害
• 事故後６ヶ月間（第１期）は月額10万円（体育館
等12万円）

• 第１期終了から６ヶ月間（第２期）は月額５万円
等

○営業損害（農林漁業者・流通業者等）
• 出荷断念等による減収分
• 商品廃棄費用等の追加的費用

○就労不能等に伴う損害
○検査費用（物）

食品衛生法に基づく販売禁止、検査等）

Ⅶ その他
【放射線被曝による損害】

復旧作業に従事した原発作業員 自衛官等ま

る商店等

• 操業停止で水揚げがない漁港の製氷業者、仲買人等

等

○財物価値の喪失又は減少等
○営業損害
（農林水産業、製造業等事業一般）

• 営業、取引等の減収分
• 商品廃棄、拠点移転等の追加的費用

Ⅳ その他の政府指示等に係る損害
（水に係る摂取制限、上下水道副次産物取扱指導、

学校等校舎・校庭利用に関する通知等）

○営業損害

○検査費用（物）

• 復旧作業に従事した原発作業員・自衛官等ま
たは住民等の急性・晩発性放射線障害

【各種給付金等と損害賠償金との調整】

【地方公共団体等の財産的損害】
※ 斜体下線部は中間指

針での追加事項
斜体太字部

商品廃棄、拠点移転等の追加的費用

○就労不能等に伴う損害
○検査費用（物）
• 商品の汚染検査費用

• 代替水提供、汚泥保管、校庭の線量低減対
策費用等

○就労不能等に伴う損害
○検査費用（物）



いわゆる風評被害についていわゆる風評被害について
中間指針では、第二次指針（平成23年5月31日）

での対象（農林漁業及び観光業の 部）に加え 専

【「風評被害」の一般的基準】

• 放射性物質による汚染の危険性を懸念して敬遠したくなる心理が平
均的・一般的な人を基準に合理的な場合。

【「風評被害」の範囲】での対象（農林漁業及び観光業の一部）に加え、専
門委員による詳細な被害の実態調査結果を踏まえ、
風評被害の範囲を明示。

【「風評被害」の範囲】

• 類型化された業種（農林漁業・食品産業、観光業、製造業・サービス業等、輸出）

• 類型化できない個別の被害について、一般的基準に照らし、個別に相当因果関
係を立証。

製造業・サービス業等に係る風評被害
【国内の製造業・サービス業等】

• 福島県で製造・販売を行う物品・サービス等に係る損害

(例: 福島県内で製造された繊維製品 県外事業者による貨

農林漁業・食品産業に係る風評被害
【農林産物（茶・畜産物を除き、食用に限る） 】

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県
【茶】 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、

神奈 静
(例: 福島県内で製造された繊維製品、県外事業者による貨

物の受取拒否）

• 事業者が福島県へ来訪拒否することにより生じた損害

（例：運送事業者の来訪拒否、美術展覧会等のイベント中止）

• 上下水道汚泥（原材料とする製品含む）の引き取り忌避により生

神奈川県、静岡県
【畜産物】 福島県、茨城県、栃木県
【花き】 福島県、茨城県、栃木県
【その他の農林産物（木材等）】 福島県
【水産物】 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県

【牛肉(セシウムに汚染された牛関連)】
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、
山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼
玉、千葉、新潟、岐阜、静岡、三重、
島根 （注）

＋

（注）これらの道県以外 上下水道汚泥（原材料とする製品含む）の引き取り忌避により生
じた損害 等

【外国人来訪によるサービス等】

• 本年５月末までの解約（日本全体）

（例：外国人アーティストの来日拒否、外国船舶の寄港拒否）

【水産物】 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
【農林水産物の加工品・食品】

・主たる事務所又は工場が福島県に所在するもの
・主たる原材料が上記の産品であるもの 等

【上記以外の被害】

（注）これらの道県以外
で新たに汚染された
稲わらの流通・使用
による牛肉の価格下
落等が確認された場
合、同様の扱い。

（例：外国人ア ティストの来日拒否、外国船舶の寄港拒否）

輸出に係る風評被害
【輸出先国の要求による検査費用・証明書発行費用等】観光業に係る風評被害

・買い控えの発生状況、出荷制限の内容等を考慮し、相当因果
関係が認められる場合は賠償の対象。

• 輸出先国の輸入規制や取引先からの要求によって現実に生じた
検査費用・証明書発行費用等（当面の間、日本全体）

【輸入拒否による損害】

• 輸出先国の輸入拒否（輸入規制や取引先の輸入拒否）がされた
時点 輸 生産 製造を 始 合 実 生

【少なくとも相当因果関係が認められる地域 】
福島県、茨城県、栃木県、群馬県

【外国人観光客に係る損害 】
本年５月末までの通常の解約率を上回る解約
（日本全体（上記４県除く））

※ は中間指針での追加事項斜字体部分

時点で、既に輸出又は生産・製造を開始した場合の現実に生じた
損害（日本全体）

（日本全体（上記４県除く））
【上記以外の被害】
・個別具体的な事情に応じ、解約・予約控え等の被害について、相
当因果関係が認められる場合は、地域等を問わず賠償の対象。


